
○下河辺委員長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第 6回 「東京電力に関

する経営・財務調査委員会」をこれより開催いたします。

本日は、お忙 しい中、皆様には御参集いただきまして、ありがとうございました。 9月

2日 に野田新内閣が発足 し、仙谷官房副長官に代わりまして、齋藤勁衆議院議員が官房副

長官に御就任 され、東京電力経営・財務調査タスクフォースの リーダーとして当委員会に

これより御出席をいただくこととなりました。

本 日は大変お忙 しい中、仙谷前副長官、齋藤副長官に御出席をいただいてお ります。こ

こでお二人よりごあいさつをちょうだいできればと思ってお ります。

それでは、初めに、仙谷先生、よろしくお願いいたします。

○仙谷前内閣官房副長官 野田新内閣が発足をいた しましたので、私は内閣官房副長官を

退任 して、今度は民主党の政策調査会の方で働 くことになりました。そこで齋藤勁さんが

内閣官房副長官に就任をされたことで、この東京電力に関する経営・財務調査委員会のタ

スクフォースの事務局、この リーダーも齋藤勁副長官に引き継ぎをするとい うことになり

ました。

齋藤副長官は私と年 もほぼ同 じでございます し、経歴も同 じでございます。私が落選中

には私の秘書を齋藤さんの秘書として 5年 ぐらいですか。

○齋藤内閣官房副長官 6年。

○仙谷前内閣官房副長官 6年抱えていただいたとぃぅ経緯 もあって、個人的にも極めて

親 しい人でございますので、ここは私は党の側から齋藤さんと連携を取 りながら、経営・

財務調査委員会、そして更には先般発足 しましたといいましょうか、設立認可の討議を待
つばかりになってお ります原子力損害賠償支援機構の発足に際しては、運営委員会が相当

大きな役割を果たす。その中で、委員の皆様方にも事務局の皆様方にも、そこで更なる御
尽力をいただくということになろうかと思いますけれども、機構の運営等々にも民主党と

して一定の考え方で連携をさせていただく、ぁるいはその仕事を政党め側から支えていく

ということに腐心をしたいと考えてお りますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
この委員会、発足をしてから皆様方の大変貴重な多大なお時間を使っていただいた り、

あるいはいろんなリスクがある中で積極的に御尽力をいただいておることに本当に心から

感謝申し上げますが、この委員会、そして機構の運営委員会のミッションは、まさに日本
の 21世紀、どう生き抜いていくかのエネルギー、電力政策あるいは戦略を決定的に左右
しかねない生殺与奪の権を握 りかねないという極めて重要なミッションがあるんだろうと

思つてお ります。ここまでの議論は本当に確かなファク トとそれを踏まえた高度な議論を
進めていただぃてお りまして、私も感銘を受けながら皆様方のお仕事に敬意を改めて表 し

たいと思います じ、今後とも御尽力いただきますように改めてお願いを申し上げまして、

齋藤 さんにこのタスクフォースの リーダーの仕事を引き継ぎたいと思います。

齋藤副長官、よろしくお願い します。

○齋藤内閣官房副長官 もういなくなって しまうんですか。まだいていただぃてょろしい



のですが。

○仙谷前内閣官房目1長官 そこでちようど政策調査会の役員会が開かれていますので、失

ネLを させていただきます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

(仙 谷前内閣官房副長官退室)

○下河辺委員長 では、齋藤副長官、どうぞ。

○齋藤内閣官房副l長 官 このたび内閣官房副長官を拝命いたしました齋藤勁でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

下河辺委員長、そして委員の皆様方には、それぞれ本当にお仕事等がありながら、大変

この間、御熱心なる御議論をいただき、心から感謝を申し上げたいと思います。

仙谷前日1長官と私の関係を話す とい う場ではございませんので、ここは省路をさせてい

ただきまして、引き継ぎの時にこのタスクフオースのことは承つてお りまして、また今 日、

先ほど官房長官と私とそしてもう一人の長浜副長官といろいろ多岐にわた ります官邸の任

務分担をしたときに、正式に 3名 で私自身がこちらの担当をさせていただくとい うことも

決まつてお りますので、そ うい う上でまた御報告をさせていただきたいと思います。

東京電力の問題は、今回の事故を引き起こしました福島第一原発を保有する企業である

と同時に、これはこうい うことも今さら私自身が申し上げなくてもこのタスクフオースの

持つ意味とい うのはそこで議論 したわけですが、我が国のエネルギーの根幹を担 う最大の

電力会社とい うことは言 うまでもないわけでありまして、その経営の帰趨は国民の本当に

まさに注目をするところだと思います。

私 ども政府は、東電の賠償支払いを支援すべく原子力損害賠償支援機構の設立を準備中

ですが、政府が東電を支援する前に厳正な経営・財務調査を行 うことが大前提であるとい

うことであります。安定供給 とい うこと、そして東電自身が身を削つていただくというこ

と、徹底 した合理化をしていただくとい うことが長期的に我が国の国民の負担に対しても

大いなる最小化をしていくとい うことであればこのことが当然ではないかと思います。

この調査報告は機構、東電 と作成をしていただきます特別事業計画の基礎 となることが

期待されてお りまして、大変御多忙のところ恐縮ですが、国民の期待に応えられる報告書

を 9月 末までにつくつていただきたいとい うことをお願い申し上げさせていただきたいと

思います。

これまでの御努力に感謝をさせていただきながら、また私自身も非常に能力がまだまだ

追いつかない部分もございますが、座長としてここに座 らせていただきまして、一緒にこ

の会議の中でともに参加 させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○下河辺委員長 どうもありがとうございました。それでは、少 し進めさせていただきた

いと思います。東京電力に対するデューデ リジェンスにつきましては、例の件の 5つの主

要論点を中心にいたしましてこれまで鋭意進めてきてお りますが、本 国は 5つの主要論点

の うちの 3つ 日、料金制度あるいはその運用の妥当性の検証 と改善策につきまして、事務



局より本論点に関するこれまでの調査の報告を受けた上で、委員の皆様 と議論を深めてま

いりたいと考えてお ります。

この料金問題につきましては、この間、どういうわけか新聞紙上等で東電社内で発電構

成の大きな変動による燃料費の大幅増により、料金改定が検討 されているやに報 じられて

おりますが、国民負担の極小化 という観点から、安易に諸々の費用、コス トなるものが電

気利用者の負担 となるようなことは絶対に避けなければなりません。

そのためにも利用者、需要者の関心が極めて高いものがあると思われる電気料金制度や

その運用の実態、在 り方等を検証 していくことは、当委員会の役割か らして極めて重要な

ものがあると考えてお ります。

本 日は委員の皆様に是非積極的な御議論をお願いしたいと考えてお りますので、よろし

くお願いを申し上げます。

以上、簡単ですが、ごあいさつ とさせていただきます。それでは、これより本 日の議事

に入 りますので、報道関係者の方は恐縮ですが、これで御退室をお願いいたします。

(報道関係者退室 )

○下河辺委員長 それでは、本 日の議事に入ってまいりたいと思いますけれ ども、先ほど

も触れ られてお りますが、既に報道等で御案内のとお り、原子力損害賠償支援機構の理事

長に一橋大学の前学長であります杉山武彦氏が内定 したことにより、少 し発足が遅れてい

たやの支援機構も、今月末までには成立される見込みとなりました。

機構による賠償支援に当たりましては、東京電力は機構 と共同して特別事業計画を策定

することとなりますが、当委員会がとりまとめる報告書の内容がこの特別事業計画のしっ

かりとした基礎 となるよう、引き続き委員会として調査、議論、検討を進 めてまいりたい

と考えてお りますので、是非よろしくお願いをいたします。

それでは、本 国の議事に入 りたいと思います。まず 5つの主要論点の うち、本 日は 3番

目の論点である料金制度あるいはその運用の妥当性の検証と改善策について、討議を行っ

てまいります。

なお、本 日は、本論点、料金制度についての討議を行いました後、第 4回、前々回の委

員会で議論をさせていただきました論点の 1、 東京電力の保有資産の洗い出しと売却資産

の特定について委員会より諸々の宿題を出していただいてお りましたので、事務局よりそ

の後の調査を踏まえた上での追加の報告を受けることを予定 してお ります。よろしくお願

いいたします。

それでは、委員会の討議に入 ります前に、西山事務局長から資料 1及び改めて事務局よ

りお配 りいたします資料を基に御説明いただきますので、資料配付をお願いいた します。

(事務局、資料配付 )

○下河辺委員長 それでは、西山事務局長、資料が配 られているうちの一番上にあります

「料金制度あるいはその運用の妥当性の検証と改善策」の内容についての説明をお願いい

たします。



○西山事務局長 それでは、お手元にお配 りをしましたA4の横長の、今、委員長から御

紹介のありました資料に沿いまして御説明をさせていただきます。昨 日、各委員のお手元

に資料をお届けさせていただいているものと基本的には同じでございます。若干数字等々

が付け加わりましたものですから、せつかく作業 したものは入れたいという思いもありま

して、基本的には変わつてお りません。

毎回同じでございますけれども、一応公表用にとい うことで一種の日次だけを書いたも

のがこの資料 1と して配付されてお りますが、これは公表用 として議論 していただいた項

目だけを書いたものでございます。

それでは、料金制度あるいはその運用の妥当性 ということで御説明をさせていただきま

す。

1ページに目次が付いてございます。本 日は、料金制度 といつてもいろんな側面があり

ますので、そのすべてをや ります と物すごく多種多様になります し、私どもの作業も必ず

しもすべてには追い付いていないものですから、基本的には現在の料金制度の うち、いわ

ゆる規制料金、料金値上げといつたときに典型的に取 り上げられる料金でございますけれ

ども、これがどのように決定されてお り、これまでの東京電力の実際のコス トと料金との

関係はどうであつたかとい うことを検証する、これは検証の方向性あるいは具体的な検証

とい うところでございますが、それを中心に御説明させていただきます。その上で、その

範囲について改善策についての論点の整理のようなことを最後に申し上げさせていただき

たいと思います。

では、早速でございますが、 3ページが電気料金の全体像でございます。今、申しまし

たように、いわゆる小売の自由化とい うものが 50kW以 上の需要家に対 し

`既
に実施をさ

れてお ります関係から、日本の電気料金の全体は、いわゆる規制部門と自由化部門に分か

れるという格好になります。これを東京電力の販売電力量や損益構造に照らしてごらんい

ただいてお りますのが右側でございまして、販売電力量で申しますと、いわゆる規制部門

の電力量が 38%、 自由化部門のものが 62%に なつているのに対して、営業利益ですと逆、

つまり規制部門で■ %、 自由化部門では■ %と いうのが現状でございます。

4ページ、規制料金の推移でございますけれ ども、これまでの規制料金の単価はおおむ

ね横ばいあるいは緩やかな増加傾向にあるとい うのが、東京電力のみならず、各電力会社

について、過去 10年間の料金の推移を示 したものが左上の折れ線グラフで見ていただけ

ると思います。

更に御案内のとお り、現在、いわゆるデフレの状況にございますので、デフレーターを

加味いたしますと、左の下側、これは東京電力についてのみ行つてお りますけれども、左

のように上昇傾向にあるとい うことになろうかと思います。

他方、後で御紹介をさせていただきますけれども、勿論、 1つの寄与要因としては、燃

料費というのが非常に大きいわけですが、これは時々の燃料費を反映 しました燃料費調整

制度で調整をされますので、料金はその時々の燃料価格に応 じて上がつたり下がつたりす



る。御案内のとお り 2008年 ごろ急激に上昇し、その後下降をたどつたとい うのが真ん中

のグラフでごらんいただいたとお りであります。

いろいろな比較の仕方がございますけれ ども、沖縄電力を含めました 10電力会社の料

金を比較いた しますと、4ページの一番右側にございますように、平成 23年 7月 の時点

での料金を典型的なモデル家庭、同じ条件の標準的な家庭で比較をしヽた します と、沖縄電

力の 7,657円 から九州電力の 6,391円 の うち、東京電力はちょうど中位、中ほど 6,584円

とい う位置づけになります。

5ページロ、これも御質問がございますが、なかなか国際比較が難 しいのでございます

けれ ども、一応規制料金を各国の主要な規制が行われている料金との間で比較いたしまし

たのが左側のグラフ、スペインからワシン トン州、アメリカは州ごとに違いますので州別

になつてお りますけれ ども、それで比較 したものでございます。

他方、これ もなかなか難 しいんですが、電気料金と電気の品質の関係 とい うのは必ず し

も相関関係 というのはないとい うのが右側の上でございます。これは単純に電気料金のレ

ベルと停電時間、 1年 に何分間停電 していますかとい うことと、その国の料金は相関があ

りますかとい うことをとったものであります。

その上で本 日のだんだん本題に近いところに入つてまいりますけれ ども、日本の規制小

売料金とい うのはどのように決まつているかとい うのが 6ページにプロセスとして書かれ

てお ります。これも当たり前のことから始めさせていただいて申し訳ございませんけれど

も、一番上の四角に書いてございますように、電気料金については、原価主義の原則、公

正報酬の原則、電気の使用者に対する公平の原則 という3つ の原則で決定されてお ります。

その上で規制料金の決定に当たりましては、値上げの場合には経済産業大臣の認可、値下

げの場合には基本的には届出でいいとなってきてお ります。

したがいまして、ここからいきなり本題に近いところにな りますけれ ども、なおかつ今

日、御説明 したいことに近いところになりますが、いわゅる総括原価主義というのは基本

的に総括原価をチェックする仕組みだと思われるし、基本的にはそ うい うことなんですけ

れども、必ず しも最近はそ うい うふ うになっていない。つまり、四角い箱の一番下に書い

てございますように、東京電力については、平成 10年 に最後の認可、国が直接チェック

をした料金改定が行われた後、届出による値下げ改定、値下げですか ら、値下げそのもの

はいいことだと思いますけれども、それ しか行われてお りませんので、直接今回、私ども

の委員会が行ってお りますように、原価そのものが適切かどうかとい うような検証が行わ

れてきているわけではない。仮にそれが最後は平成 10年 だとしても、今年は平成 23年で

すから、13年間それが行われてきていないとい うことであります。

平成 10年 当時の改定作業についてどういうふ うに改定作業が行われたかについて当時

の担当者からもヒアリングをさせていただきましたけれども、これはなかなか率直に申し

上げて役所の体制もございますので限界があろうかと思いますが、 6ページの一番下に書

いてございますように、平成 10年の料金改定時のときもなかなか長期的に設備投資が行



われるような資本費のようなもの、今回はそこまで突つ込んで調達の在 り方を含めて御議

論をいただいているわけでございますけれ ども、その辺 りのことはなかなか平成 10年 当

時であっても実際にはほとんど議論が行われていないということでありますので、そ うい

う意味ではありていに申し上げれば、この委員会で東京電力のコス ト構造あるいはそれ と

料金との関係を御議論いただいているわけですけれども、この平成 10年 を更にさかのぼ

りますと、改定が昭和 55年までいつてしまいますので、昭和 55年の担当者を探すところ

まではやつてお りませんので、簡単に言 うと相当長い期間そ うい うことは行われてこなか

ったとい うことでございます。

その上で、先ほど申しましたように平成 10年に最後の認可が行われた後、値下げにつ

いては届出ですよとい うことになるわけですけれども、当然届出をする上でも届出をする

際にどういう原価ですかと、こうい う原価ですからこの料金になります という届出がなさ

れるわけですが、そのときどうい う原価かとい うことを示す上で 1つ の重要な要素が 7ペ

ージの原価算定期間とい う考え方でございます。つまり、いつのコス ト。例えば今 日、仮

に私が電力会社だつたとして、政府に料金の届出あるいは認可申請する場合に、いつのコ

ス トのことを議論 していますかというのが原価算定期間にな ります。

7ページにはいろいろたくさん書いてありますけれども、結論から言いますと、 7ペー

ジの右側に政府の考え方がいつぱい書いてありますが、それには要するに電力会社がきち

んと経営効率化計画を立てて自主的に効率化を進めるのであれば、さまざまな原価算定期

間、簡単に言えば例えば 5年で合理化をするのだから5年にするとか 3年にするとかとい

うことを考えたらいいではないかというような考え方が平成 11年、まさに先ほどの認可

の直後に示されているわけでございますけれども、その後、実際には毎回、いわゆる原価

算定期間は届出をしてから向こう 1年の原価に基づいて届出が行われてきているとい うこ

とになつてお ります。 これはこれまでのファク トであります。

8ページ、だんだん細かくなつてまいりますけれども、総括原価の考え方がごくごく粗々

に書いてございます。電気料金は基本的に上の四角の 2番 目の矢印のところに書いてござ

いますように、基本料金 と電力量料金、つまり固定料金と従量料金からなつているわけで

ございますけれども、その料金に添加 されるコス トの全体が総括原価 ということになつて

お りまして、費用+公正報酬一控除収益。控除収益といいますのは、例えば東京電力です

と、東京電力でつくつた電気を他電力に売電する、融通したりすることがございますので、

これは消費者に売つている部分ではございませんので、その種のものを控除するという意

味でございます。そ うい うことで算定するとなつてお ります。

更に、後でまた出てまい りますので詳 しく申しませんけれ ども、燃料費が当然変動 しま

すと、それを料金に反映させる必要がございますので、燃料費のアップダウンに従いまし

て行います燃料費調整額 と、太陽光の発電促進のための付加金 とい うのがそれほど大きい

額ではございませんけれ ども、加算されて現在の電気料金ができ上がつているとい うこと

でございます。



9ページに書いてございますのが総括原価、 トータルのコス トをどうい うふ うに配分す

るかという絵でございます。ただ、先ほど申しましたように、今 日は残念ながら委員から

も特に託送料金の解析について宿題をちょうだいしているんですが、なかなか今 日まで満

足のいく作業が終了してお りませんので、これはそれを説明するために一応つくったチャ

ー トでございますけれ ども、つまリトータルの原価をどうい うふ うに配分 していつて、例

えば託送料金ができ上がってくるかとい う概念を示 したものでございますが、本 日は申し

訳ないんですが、そこまで分析が進んでお りませんので、説明は省略 させていただきます。

10ページは、いわゅる事業報酬についての考え方が書いてございます。事業報酬はどう

いうふ うに算出するかといいます と、後でまた詳 しく申しますけれ ども、簡単に言います

と、事業報酬の対象になる事業資産の価値の総額、いわゆるレー トベースと呼んでお りま

すが、ここに発電用の資産、送電用の資産等々が入るわけでございますけれ ども、これに

報酬率を乗 じたものが事業報酬 という絶対額になりまして、それが料金に反映されるとい

う仕組みになってきております。

ちなみに後で詳 しく申しますけれども、12年改定以降の東京電力に対 して届出時に申請

された事業報酬額とい うのは、絶対額で申しますと、その右側の表の一番右の欄、事業報

酬額 と書いてあるのが東京電力の届出に基づきます事業報酬額の年額 とい うことになりま

す。

■ ページは燃料費調整制度のことが書いてございます。ここは先ほど申しましたように、

基本的には原価算定期間、向こう1年間のコス トを見込んで設定された電気料金、基本料

金と従量料金があるわけでございますけれ ども、このうち燃料費については非常に変動が

激 しいことか ら、これを自動的に料金に反映させるための仕組みでございます。

左側の燃料費調整制度というグラフに書いてございますように、簡単に言いますと、あ

る3か月間、このグラフですとある年の 12月 から翌年の 12月 までの 3か月間の燃料費に

ついての統計、基本的には原油等々の貿易統計、客観的な統計値に基づいて計算 されるわ

けでございますが、それを統計値の公表から2か月後、3か月後 と言つた方がいいですか、

このグラフですと 12、 1、 2と い うものが翌年の 5月 の料金に反映されるということにな

つてお ります。

なお、 1つのポイン トとしては、左側の燃料費調整制度の真ん中のところに濃い字で書

いてございますけれ ども、燃料費調整制度も上がれば際限なくできるわけではありません

で、もともとの設定されました、つまり届出をいたしました価格から足すところの 50%ま
での範囲を頭打ちにしてお りまして、それ以上の変動がある場合には、基本的には燃料費

調整制度の対象にならない。ほかの細かいところを除けば、簡単に言えばそれ以上上げる

のだと、例えばタイミングにもよりますけれども、料金認可と言つたようなことが必要に

なるとい うような制度になっているとい うことでございます。

12ページは託送料金制度について書いてございます。今 日は分析が進んでお りませんの

で省略させていただきます。



以上のような総括原価が東京電力でどうい う内容になっているかとい うことを 14ペー

ジ以降御説明させていただくのですが、その前に規制料金以外のところ、自由化料金の設

定について、これも委員会で何度か御質 Fn3が ございましたので、これについて御説明をさ

せていただきます。

まず一言で申します と、実際に自由化分野で全体に参入 しているものは、分野を越えて

申しますとまだ 3%程度に限られているという極めて限られた部分でございますので、勿

論、制度 としては自由イヒ料金 とい うことになっておるわけでございますけれ ども、実際に

はマクロで見ると規制料金 とほぼ似たような動きをマクロで見るとしているとい うことで

あると思います。

その上で、そうは言いましても個別のメニューがいろいろございます。字が余 りにも小

さいのであれですが、まず東京電力における書由化料金の考え方とい うのは、大きく分け

ると2つ ございます。 1つは料金メニューを細かくすることによる、季節のコス トの差あ

るいは時間機のコス トの差を踏まえることによる料金の差をメニューを細かくすることに

よつて反映させるとい う点。

これが左上の「東京電力の料金メニュー」というところに書いてあるものでございまし

て、たくさん書いてあるので読みにくいんですが、東京電力全体として

■■を持っていて、その中で今申しました基本的なメニューに対 して需要家の料金の使用

形態、つまリピーク時に使 うのか使わないのかといつたようなことを反映 して料金を設定

しています。

その部分で、数字を書いていなくて申し訳ございませんけれ ども、大体基本料金に対 し

て東京電力から見てよりよい使い方をしている需要家に対 しては、日■|■の値う|き をメ

ニュー上でやってお ります。これが左上の「東京電力の料金メニュー」と書いてあるとこ

■■の値引きをしているのがメニュー上の料金値引きの話。

|IH日と書いてあるものでございます。
これは全部御紹介するとすごく長くなるんですが、



私どものヒアリングをした限 りにおいては、これがすべてといいますか、一応左側の料

金メニューに基づく割引と、右側の今申しました事項に基づくことを勘案 して、|■|■
というのがすべてであるとい うのがこの自

由化料金の運用であると理解 してお ります。

話題が戻 りまして、以下、先ほど申しました、一番これが根幹の部分ですが、いわゆる

総括原価主義であると言われてお りますが、それが実際に原価を反映 した料金になってい

るのかいないのか。あるいは原価を反映する場合に適切な反映の仕方をしているのかとい

うことを検証 しようとしてお ります。それを 3つ のステップでやっているのが 14ページ

の表でございます。

1つ は検証 1、 まさに原価そのもの。後で御説明しますような営業費とい うものが正 し

いものかどうかとい うようなことを見るのが検証 1で ございます。右側の表をごらんいた

だきます と、これがまさに東京電力の平成 20年度の料金のつくり方が書いてあるのでこ

れをまず御説明した方がわか りよいかと思いますが、これを見ていただきますと、まず平

成 20年度 1年間、このときは原価算定期間は 1年間となっているわけですけれ ども、そ
の 1年間にかかる営業コス トが トータルで 5兆 3,382億円であるとい うことになってお り

ます。内訳が燃料費、減価償却費、修繕費、人件費等々とそこに書いてあるとお りになっ

てお ります。

それに加えて、いわゅる事業報酬額 3,019億 円とい う額が加算されます。なぜ 3,019億
円になるかというと、先ほど御説明 しましたように、レー トベースと呼ばれているもの、
これですと lo兆 650億 円の レー トベースに、後で御説明しますようなプロセスを経て算
出されたところの事業報酬率 3%と い うのが掛け算されて上の事業報酬の 3,019億 円とい

うことになります。これが トータルの言わば総原価でございまして、これから先ほど申し

ました控除収益、 2番 目の横長の四角の左の方でございますが、これを割 り引いて、総原

価 5兆 4,161億 円になり、これが個別原価に配分されていって、最終的に料金になるとい

うことになるわけであります。

したがいまして、行きつ戻 りつ申し訳ありませんけれども、今 日の検証の論点 といたし

ましては、 1つは営業費、 5兆 3,382億 円とい う額の出し方が適切であるのかどうか。あ

るいはその費用の中に電気事業を営む上で真に必要な費用だけが織 り込まれているのか、
そうではないのかとい うのが 1つの大きな論点でございます。



2番 目に、事業報酬額が今 3,019億 円とい うふ うに平成 20年度についてはなつてお り

ますけれども、この算定の根拠なつてお ります レー トベースの対象資産の算出が適切なの

かどうか、あるいは事業報酬率そのものが適正なのかどうかといつたようなことが 2番 目

の議論になります。

3番 目は、これを具体的な料金に転換 していきます。最終的には規制料金原価 というこ

とになりますけれ ども、これは先ほど申しましたように、最終的な料金は基本料金と従量

料金に分かれるとい うことにな りますので、この組み合わせ、コンビネーションが適正か

どうかといつたようなことが 3番 目の論点とい うことになります。

16ページ以下は、過去 10年間に東京電力から届けられた料金.く どいようですけれど

も2年に 1回 届出をするわけでございますが、そのときに用いられていた原価と実際に東

京電力が使つた原価がどうい う関係にあつたか。普通原価主義ですから普通は原価主義と

ぃうことだと思いますけれ ども、それがどうなつているかとい うのを固定費から順番に燃

料費について見ていこうとい うことであります。

16ページの図は規制料金の料金原価のうち、固定費の部分について比較 したものが実績

とどうい う関係にあるかとい うのをプロットしてお ります。これがブルーの◆が届出時の

料金の原価。赤い■が実績の料金原価。つまり、実際にかかつたコス トを料金原価に割 り

戻 したものがコス トであります。 したがつて、ごらんいただくと一目瞭然ですけれ ども、

ごく最近の 2年間、21年度を除いて、基本的には料金で届けられた固定費の原価の方が常

に実際に使われた固定費の原価よりも高いとい うことになつてきている。これは年々によ

って幅は違いますけれ ども、大きい場合には 8.92%ぐ らいの差が平成 17年度ですけれど

も、生 じているということになつてお ります。

したがいまして、私どもとしては、やや過大な原価になつていたとい うふ うに評価せざ

るを得ないかなと思つてお ります。これはなぜそういうことになつてきているかというの

をだんだん解析いたしますと、その最大の項目は、実は別の観点からこの委員会でも話題

になりました修繕費であります。

17ページ、この固定費のうち、届出時にこれぐらい使 うといつたコス トと実際のコス ト

がどういう乖離を生じていたかとい うのを勿論プラスになる、実際使いますといつたより

もよけいにかかつたものもございますが、よけいにかかつたものと少なくて済んだものを

左右対称にしたものが 17ページでお ります。修繕費のところだけ大きいので黄色でハイ

ライ トしてございますけれ ども、もうごらんいただいたとお り、ずつと修繕費については

届出時に使いますといつた修繕費よりもずつと小さい額で推移 してきている。例えば平成

13年度だと届出に比べて 359億円少ない云々かんぬんという推移になつてきてお ります。

これを単純に過去 10年間足 し算すると、17ページの上にありますように直近 10年間

でこれぐらい使いますよといつた額と実際に使つた額の差は、勿論、プラスマイナスあり

ますからネットですけれ ども、ネ ットで 5,624億円あるとい うことなるわけであります。

多少これに分析を加えてお ります 18ページは、いわゆる修繕費 とい うのは料金算定上、

10



可変費の方にも織 り込まれているものですからそれも見ようとい うことで、同じ手続をし

たのが 18ページの図あるいは 19ページの表であります。これは同じことをやってお りま

すので省略 させていただきますが、それ らつまり固定費と燃料費以外の可変費。燃料費は

後で御説明いたしますけれども、それを加えたものが届出時と実際のコス トの関係はどう

なつていたかというと、20ページのようになるということであります。したがって、傾向

は基本的に同じ、これ ぐらい使いますよといったコス トに対 して、常に下回るとい うこと

が続いてきているとい うことであります。

これも改めて過去 10年のものを可変費、固定費を含めて計算いたしますと、21ページ

にございますように、合計で 6,186億 円ということになります。やは り主たる原因はどう

しても修繕費とならぎるを得ませんので、修繕費が届出時にこれだけ使 うと言つていた修

繕費と実際使つた修繕費がどうであつたかとい う修繕費だけを取 り出 して比較をしたのが

22ページであります。

これももう御説明するまでもない一 目瞭然でございますが、12年 ごろから届出に対 して

13%少 ない、17%少 ない、9%少 ない等々とい うことになってきてお ります。勿論、これ

は誤解ないように申し上げれば、私ども前から御説明しているように修繕費を減 らすべき

だという主張をここで しているわけではございませんけれ ども、むしろきちんと使 うべき

だという主張をもともとしているわけでございますが、残念ながら過去の傾向を見ますと、

これだけ使いますよと言つて届け出た修繕費が実際には使われておらず、系統的にその部

分が東京電力の中に留保されていた。そ ういう意味においては、原価を適正に反映 したと

はなかなか言えないのではないかとい うのが 22ページまでの分析でございます。

逆に、勿論、東京電力さんがごらんになって難 しい部分もないわけではございません。

それは当然燃料費の調整の部分でございます。燃料費について届出と実際がどうであった

かというのを分析いたしましたのが 23ページでございます。23ページも同じようにつく

られてお りますけれども、これは同じように届出時にこれだけ燃料費がかかるでしょうと

東京電力さんがお届けになられた額がブルーの◆。

燃料費については、届出をいたしましても先ほど申しましたように実際には燃料費の変

動を勘案 して、燃料費調整が行われますので、実際の料金として消費者に請求されている

のは、ここで言いますところの届出時の料金原価に燃料調整を反映させたもの、つまり緑

の▲になります。それに対 して赤い■が実際にかかった燃料費のコス トとい うことになり

ます。

これはもう年年歳歳それぞれ別々の原因がございますけれ ども、平成 13年度は実際に

かかつたコス トも燃料費が低かったのでプラスであったとい うことになります。平成 14

年度にいわゆる トラブル隠 しとい うのが発覚 して、原発の金号機が停止いたしますので、

そのために平成 14年度、15年度は原発が停止をいたしますので、その部分燃料費調整で

はカバーをしきれずにコス トがかかったという格好になります。

平成 17年度は私どもも暫定的な結論 しかわかりませんけれ ども、どうも東京電力さん



の燃料費調整がこれは通年の市場価格の推移で燃料調整をしていきますので、簡単に言え

ば 1年の中で燃料費が上半期 と下半期で下半期に燃料費が急激に上がつたときに実際の調

達をされてしまつたので、どうも平成 17年はコス トの方がプラスになつてしまつたとい

うことがあるようであります。

あとはこれは勿論、東京電力さん御 自身に起因することでは必ず しもございませんけれ

ども、中越沖の地震で柏崎刈羽が止まると、当然原発の稼働が落ちますので、その部分が

燃料費の負担になり、20年度、19年度は実際のコス トが大きな負担になり、20年度の改

定が行われて、そこから後は取 り戻されたとい う格好になってお ります。

これ らのものを固定費も燃料費もすべてまとめて計算いたしましたのが 27ページにな

ります。ごらんいただいたとお り、全体として固定費のプラスの方が燃料費のマイナスよ

りも大きいということですので、 トータル としてはプラスとい うことになつてお ります。

先ほど規制料金のところで届出と実際のコス トに下がつて、それが 5,000億ないし6,000

億 と申しましたけれ ども、当然これは規制料金だけの部分でございますので、自由化料金

も同じように推移をしていたと仮に考えますと、当然それが単純に言 うと倍 とかというこ

とになるとい うことになります。ここはそこまでの計算ができてお りませんので、規制料

金に比べてデータが少ないものですから、そこは御容赦をいただきたいと思います。

以上がそもそも東京電力さんの料金上の原価 と実際の原価がどうい う関係にあつたかと

いう話であります。

28ページは内容を恐 らく委員会で直接御議論いただいた方がいいか と思います し、私ど

もも必ず しも細かいところまで調べが付いてございませんけれ ども、そもそも原価に含め

るべき費用なのかどうなのかとい う論点がございます。これも委員から御質問がありまし

たのでこの資料には間に合つてお りませんので書いてございませんけれ ども、 1つはオー

ル電化推進関係の費用についてどうなつておるかとい う御質問がありました。この資料に

は間に合つてお りませんのでここに書いてございませんけれ ども、一応私どもの試算だと、

東京電力の大体営業関係に従事 しておられる従業員の方、職員の方が ||1人 おられます

が、その うち||■ 人がオール電化の推進に携わつておられると報告受けております。

単純に東京電力さんの平均的な給与で換算いたしますと、これは 1つずつ個別にやつた

わけではございませんけれども、単純に平均的に換算いたします と、年間 :||1円 ぐらい

がオール電化推進の関係の人件費 とい うことになります。

内容を一つひとつまだ見ておるわけではございませんけれども、いわゆるよく話題にな

ります広告費とい うのはここで言います ところの普及開発関係費、平成 20年度の届出で

すと、|||ll円 とい うのが普及開発関係費になりますので、ここら逸を原価の中でどう

取 り扱 うとい うのが 1つの論点になります。

29ページ、これは図を書いてあるだけでございますけれども、当然のことでございます

が、今、委員会でいろいろコス ト削減について御議論いただいてお りますけれども、これ

は今後の話 として見れば、当然こうしたようなコス ト削減とい うのは総括原価の削減 とい



うことの中に織 り込んでいくとい うことが恐 らく必要になります し、これも従前から御議

論させていただぃたょぅに、 1年 間で無理 して全部の合理化を生 じるということはなかな

か難 しい、中期的にだんだん効果が出てくるとい うことでございますので、そ うした措置、

つまり後で申しますように単純に 1年の原価算定期間だけで織 り込んでいいかとい うこと

は恐 らく論点になろうかと思います。

次に大きな論点として 30ページ、今度は事業報酬額が適正かどうかとい うお話に移 り

ます。事業報酬額は、先ほど申しましたようにレー トベースに事業報酬率をかけて計算を

してお ります。これは 10ページに一旦戻らせていただきまして、10ページで事業報酬の

仕組みとい うのが書いてございますけれ ども、もう一度おさらいも含めて申しますと、事

業報酬 とい うのはどのように算定されているかというと、東京電力さんだけではありませ

んけれ ども、電力会社さんの理想的な自己資本比率は 30%で あるとい う仮定の下に、報酬

率は自己資本比率 30%に 対 して自己資本の報酬率を、他人資本比率 70%に 対 して他人資

本の報酬率をかけてお ります。他人資本報酬率、自己資本報酬率はどうやって出 している

かとい うと、他人資本報酬率はよりわかりやすいように先に申し上げると、下に書いてご

ざいますように、すべての 10電 力会社の融資負債額の実績額にかかる実施率の加重平均

とい うことになりますので、10電力会社の平均資本コス ト、他人資本コス トを使っている

とい うことであります。

自己資本報酬率はわかりにくいんですけれども、片や電気事業者を除いた全産業の自己

資本利益率の実績に相当する率を上限、アッパーエン ドとし、リスクフリーのアセ ット、

国債等々の実積率を下限として、その間のどこかで決めなさいとい うことになっていまし

て、そ うい う意味ではかなり幅があるんですけれ ども、現時点では東京電力さんの場合は、

今、申しました上限値、つまり電力以外の産業の自己資本利益率の実積率に 7が けをする

とい うのを自己資本報酬率として使つてお られます。

その結果、14ページの右側にございますように、自己資本報酬率が 5,42%、 他人資本

報酬率が 1,93%と なって、それの言わば加重平均で 3%と い う数字になるとい うことにな

つてお ります。その結果、絶対額 としてできるのが平成 20年度であれば 3,019億 円とい

うことになります。

これを過去こうやって計算された先ほどと同 じ作業なんですけれども、実際に料金のと

きにこれだけ事業報酬が必要だろうと思って計算されたものと実際に資本コス トとして使

つたものがどうなったかというのが 31ページであります。

これももうごらんいただいて一目瞭然ですけれ ども、要するに料金算定のときに事業報

酬としてこれ ぐらい使 うといった額に対 して、実際に他人資本、自己資本に対 して支払わ

れた報酬、つまり配当ないし利子率として離れたものがずっと少ないという傾向にありま

す。 1つずつは御説明いたしませんが、例えば平成 14年度の改定であれば平成 14年度の

改定では 3,851億 円が適正な事業報酬であるということであったわけでございますけれど

も、実際に平成 14年度に支払われた事業報酬額は 2,850億 円、平成 15年度が 2,490億 円
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ですので、それぞれ上に書いてある額が少ないということになります。

この差を同 じように単純にこの場合 11年間ですが足 し算をしますと、31ページの上に

ありますように 9,831億 円になるとい うことであります。この辺 りは今 日そこまで御議論

をいただくような余裕がないかと思いますけれ ども、将来的には勿論、例えば議論を先回

りするようですけれ ども、機構が賠償資金を支払 うために将来特別負担金で支払わなけれ

ばならないわけでございますけれ ども、そ うい うものを一体どこから捻出するかといつた

ようなことにも恐らく関係 してくるような試算ではないかと思います。勿論、将来と過去

は違いますので、・この数字がそのままとい うことではございませんけれ ども、考え方とし

ては参考にな り得る話ではないかと思います。

順序が逆になりますけれども、これがより議論が難 しいのでややデータの紹介にとどめ

させていただきますけれ ども、レー トベースそのものの集合が適正ですかどうですかとい

うのも御質問、御議論がございましたので、なかなか全部を確認できてお りませんけれど

も、まず 32ページに概念を書かせていただいております。ここに書いてございますよう

に、いわゆるレー トベースに入つてお ります資産は特定固定資産から建設中の資産、核燃

料資産、特定資産等々あるわけでございます。 この中でとりあえず私 どもとして議論があ

り得るかとい うのが 2点でございまして、1つは今後の話でございますけれども、この間、

既に委員会で御説明させていただきましたように、福島の事故を踏まえまして、今後の建

設中の資産、特に系統の整備、送電網の整備が今までの福島があつた場合となかつた場合

で変わつてくるのではないかと。その辺 りが東京電力さんと議論 してお りますので、これ

も勿論、プラスマイナス両方ございますけれども、必ず減るとい うわけではございません

が、いずれにしましてもレー トベースの中に今後組み込んでいく送電資産がどうあるべき

かとい う議論が 1つ ございます。

これは数字を出せ とい うことでもございましたので、これをどうい うふ うに解釈するか

いろいろあろうかと思いますけれ ども、発電所、特に火力発電所の稼働率、これに組み込

まれてお ります発電所の稼働率を示 しましたのが 33ページでございます。33ページが発

電所の東京電力さんのすべての火力発電所の現時点でのコス ト、赤字で書いてございます

けれ ども、利用率。一番高いのが 一番低いのが平成 22年度でご

ざいますので、横須賀は長期計画停止中ですから、言わば 0%、 一番左の 「一」になつて

いる部分でございます。こうい うふ うになつているとい う差があるとい うことでございま

す。

ということで、ほぼ最後に 36ページ、なかなか今回そこまで分析が うまくはできてお

りませんけれ ども、もう一つ検証 しておくべきポイン トは、総括原価を最終的には 36ペ

ージにございますように基本料金 と従量料金に配分するわけでございますけれども、その

配分が適切なのかどうかとい うことを検証する必要がございます。これはいろいろな理由

があってやつておられることですから全部がおかしいということでは勿論ありませんけれ

ども、ファク トだけ申し上げれば、基本料金というのは基本的には普通に考えれば固定費
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を反映 し、従量料金 というのは変動費を反映させるというのが常識的だと思いますけれ ど

も、実際にはいろいろな配慮の下で、右 llllに ございますように基本料金の実績値、36ペー

ジの右側の表の基本料金の欄 とす ぐ左の原価のコス ト、固定費のコス トを比較 していただ

ければごらんいただけますように、実際に固定費としてかかつているコス トに比べて基本

料金としてチャージされているのが     ということになります。これは勿論、実際

の電気が売れるか売れないかによつて電力会社 さんにとつてプラスにもマイナスにも働き

ます。

簡単に言えば当然のことながら、電気が予定よりも届出よりもたくさん売れれば電力会

社さんにとつてはプラスになるし、売れなければマイナスになるとい うことにな ります。

それを額として計算いたしましたのが 36ページの右側でございますが、実際には年々、

年によりますけれども、過去 10年程度 という意味ではより売れた年の方が多いので、 ト

ータルとしてはプラスになつているとい う結果にはなつてお ります。

以上、いろいろ申し上げましたけれ ども、39ページロに、先ほど申しました論点のよう

なものを改めて書かせていただいてお ります。 とりあえず 3つ ほど書かせていただいてお

りますが、 1つ 日は総括原価主義 と言われているけれ ども、原価そのものがまず適切なの

かどうかとい うことであります。もうくどいので繰 り返 しませんけれ ども、営業費用の中

に入るべき費用なのかどうかとい う点、その算定が実績、つまり本当にかかつている原価

と実際にかかつている料金上算定されているものが合っているのか合つていないのか。そ

の算定に当たって、現状のように原価算定期間を 1年間と考えるのが合理的なのかどうか。

つまり、今後の合理化計画とい うのを考えます、 1年で合理化計画を全部織 り込めと行つ

ても恐らく余 り現実的ではないので、この観点だけから申し上げれば原価算定期間をもう

少 し長くするとい うことが必要になるかもしれないとい う点でございます。

先ほど申しましたレー トベースの適切性の観点、どういう資産を入れるべきなのか、そ

うではないのかという点。事業報酬率の適切性について、つまり実態の資本コス ト等の関

係をどう考えるかとい う点が第一の視座の主たる点になります。

第二の視座は、他方で当然のことながら、単純に料金を査定するだけでは東京電力さん

を含めて電気事業者さんにとつて、努力をして頑張れば何かプラスになるとい うことが全

くないとい うことにな りますので、そ うい うものをどうい うふ うにうまく繊 り込んでいく

かとい うことも当然考えなければいけません。そ うい う観点から原価算定期間や経営効率

化努力をどういうふ うに取 り組むかとい うことも当然のことながら考えていく必要がある

ということであります。

第二に、特に今後原子力発電所の再稼働について確実とは言えない情勢がどうしてもご

ざいますので、そうい う電源構成が大きく変わる不確実性がある中でどうい う料金制度を

つくつた方がいいか。これはなかなか難題でございますけれども、そ うい うことも考える
「必要があるということでございます。

最後にその他ということで、これは言わずもがなでございますけれ ども、当然のことな
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がら東京電力さんも電気料金制度の 1つ の会社でございますので、東京電力さんだけが特

殊な料金制度、不合理に特殊な料金制度とい うのは当然おかしいわけでございますので、

料金制度を議論する際には当然のことながら、他の電気事業者も含めて議論 しないと偏 り

が生 じてしまうとい うことではないかとい うことでございます。

御説明長くなりましたが、以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。それでは、大分ボ リュームのある説明をいた

だきましたけれども、委員の皆様から御意見、御発言をいただきたいと思います。ペーパ

ーのうち、今、最後に説明のありました 39ページのところがタスクフォース事務局とし

ての改善策の案としてとりまとめられている内容でございます。これについての委員の皆

様の御意見、それより前の 1～ 38ページまでのファク ト関係についても諸々御質問がある

かと思いますので、それぞれ御質問、39ページの案についての御意見、両方まとめていた

だいて結構ですので、活発な御意見をいただきたいと思います。

ほど時間があれば質問させていただきます。

まず、全体についておおむね私は賛成でございます。ただし、ここで欠けているのが、

現行の料金決定システムが本当に機能 しているのかどうか。現状不透明ではないかという

ことを感 じます。これを透明化する必要がある。 したがいまして、ここで指摘されている

事項をきちんと検証する第二者機関を新たに設けるべきである。私は現行の料金システム、

決定システムが機能 しているとは思えません。ですから、こうい う問題が起きているんだ

ろうと思います。例えば公正なる公認会計士あるいは弁護士、受電企業等の実際に実務能

力、審査能力のある方々を審査機関に入れて審査すべきではないか。経産大臣の認可とい

うことになってお りますが、これも今までの実績を見る限り適当とは思わない。具体的に

どうしたらいいかとい うアイデアはございませんが、しかるべきしつか りと電力のわかる

担当大臣を設けるべきであると感 じます。

あと3番 目になりますが、特に自由化料金について今回詳細は触れてお りませんけれど

も、やはり今 日出された資料を見る限り、自由化料金と言いながら、決 してこれは自由化

されていない。前日も申し上げましたけれ ども、受電側、使用者側に選択の自由が全くな

いと考えてお ります。 したがつて、現行の自由化料金、制度をもし継続するのならば、自

由化料金の内容について、なぜ こうい う数字になつているのかとい うのを第二者機関にオ

ープンにすべきである。これは受電者に知 らせる必要はございませんけれ ども、きちんと

第二者機関でオープンにして決定すべきだとく今は全く不透明だとい うことでございます。

以上、とりあえず 3つのことをお話 ししたいと思います。

○下河辺委員長 ありがとうございます。 3点 ありましたけれども、最初の 1点 目につい
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て何か事務局の方からこの段階で補足 して説明するようなことはございますか。特になし

ですか。

○西山事務局長 もう一度申し上げれば、最後のところに私が説明を飛ばしてしまったの

で申し訳ありませんけれども、もともと今おつしゃられたような御指摘、これが十分かど

うかとい うのは勿論御判断をいただくとい うことかと思いますが、つまり自由化をするに

当たつて、例えば届出制を導入するに当たつて、きちんとした料金の情報の公開というこ

とについては一応ガイ ドラインというのが出ておりまして、 1つの見方 としてはこれが十

分なのかどうかといつたようなこともあろうかと思います。

○|||1 何ページですか。

○西山事務局長 37ページです。ガイ ドラインそのものが詳 しく書いてあるわけではない

んですけれ どもね。

○下河辺委員長 続きまして、ほかの委員の方からの御発言。

では、||||、 お願いします。

○■■|■ 何点か問題点が指摘 されてお りますが、例えば 39ページのところで言 う電

気の安定供給に真に必要な経費 と書いてあるんですけれども、これは本当によく決めきれ

ない話ですね。電気は電力事業というのは極めて長期的に維持 していかなければならない

事業です し、安定的に維持 しなければならない事業ですね。 どのようなコス トの変動があ

るかとい うのは予測 し難いものがありますから、そ ういう中で、例えばさまざまな経費全

部合わせて 5兆 円の規模ですね。その中で例えば修繕費の年間 300億 とい うのが過大な原

価を計上しているとい うことになるのかというと、私はそんなことではないのではないか

と思 うんです。燃料費が上がることもあるし、いろんな経費においては変動が起こるので、

全体としてのアローワンスを持たしておいて、経営というのはなるべ く自立的にや らせる

方がいい。いちいち第二者に聞いてみたり、監督官庁に聞いてみたりしながらやつていく

したがつて、ルール とい うのはある程度の遊びを持たしながら、自由裁量の余地をでき

るだけ認めていった方がいい。その裁量の余地はどの程度の規模であるべきかを議論すべ

きなのであって、これが過大であるか、過大でないかというのは、「過大な原価」を認める

べきかとかぎ括弧で書いてあるから、過大かどうかわからないとい う意味だとは思います

けれども、そ うい うディテールとい うか トリビアルなところにこだわ りすぎない方がいい

と思います。

修繕費なども常に実際に予定していたよりも少なくなっているとい うのはここ 10年、

20年の傾向かもしれませんが、その前の段階では、インフレの段階では常に想定したもの

という形になると、経営というのは非効率に必ずなります。
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を上回る、言つてみればコス トがかかってくるという状況があつたのも事実でありまして、

燃料費の動向とかその他を考えると、必ず しも トータルのコス トとして下降局面にずつと

利子も下が り、あるいは物価 も下がるとい う状況の中で経営を行 うわけではありませんか

ら、ある程度最終的には何年か遅れて顕在化するから修繕費が多すぎた部分は次における

価格の届出による削減に反映されるわけですね。そうい うような自立性をできるだけ高め

るとい うことが経営戦略としては正 しいのではないかと思います。

最近の傾向として、例えば弁護士さんとか公認会計士とか第二者を入れて判断 してもら

うことがいいことだという傾向が役所にもあり会社にもありますが、それは極力自立的に

物を決めていくとい うことが経営を効率化する、あるいはダイナ ミック化する最大の条件、

最小限度の条件でありますから、第二者機関という言葉は民間企業の場合余 り使わない方

やはり規制を受けていますから、監督官庁の規制はきちんとクリアー しなければいけな

いと思 うんですが、更にそれ以上にいろんなところから縦横十文字にチェックすることが

会社の効率的経営を維持 していくとい うことには必ずなりません。 さかさまにな ります。

したがつて、長期にわたる最適化 とい うことを考えた場合には、料金体系は単純である方

がいい。自明である方がいい。そ してコス ト全体について言 うと、一定の遊びを持つてい

て、さまざまな事態に弾力的に自立的に対処できるようにしておいた方がいい。それが余

ってくれば、累積されてくれば、それを後から整理すればいい話であつて、毎回毎回手品

のようにピンポイン トで経費の縦横十文字、項目別の経費を整理できるとい うことは考え

ない方がいいように思います。

ここにもう一つ書いてあるんですが、必要でない経費とい う中にオール電化推進経費と

か広告費だとか書いてあります。あるいは先ほどの説明の中で火力発電所の稼働率が低い

とか高いとかとい う議論がありました。これは事業の性格にもよると思 うんですが、|■
力みたいに

国のすべての産業の基盤である うなものについて言 うと、そ

ういうところについては、

やはり予備戦力として持つていることが今回のようなときには老朽の火力発電所でもフル

稼働 させるということになりますから、戦略的予備 というのをいかに持つかとい うことが

すごく大事なことでありまして、それを短期的に見ればコス トが高くなつたかのように見

えますが、長期的に見ると安全保障安定性の確保 という観点から見ると、それは必要なゆ

とりである。余りにも効率の悪いものは意味がないかもしれない。一定程度のものは必要

だと思 うんです。
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は電力などを考える場合には、ゆとりとい うのは必ず持たしておいた方がいい。あらゆる

面での時代変動に対 して対応できるような形は考えておいた方がいい。勿論、過大である

必要はありませんけれ ども、一定程度のものは持つべきではないかと思います。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

○|■|■ 関連 して、今、議論がかみ合つていないところがありますので、具体的にい

いですか。わがままを言つて 1点だけ。

○下河辺委員長 では、それに限定して。

o■■|■ ■■|■と意見が明らかに違 うのでこれだけは申し上げておきたいんですが、

第三者機関で料金をチェックするのは余 り適当でないというのは一般企業の場合は正当だ

と思 うんです。 しかし、東電とい うのは特殊な非常に公共性の重い民間企業だと。あると

きは民間企業であり、あるときは政府の公共性のある企業であるとい う2つ を使い分けて

いると思つているんですが、本件について申し上げますと、

「

般的に||■ 民間企業で自

由であるとい うときには、必ず競争相手があつて、買い手側が自由にそれを選択できると

いうことが QCDで選択できるとい う自由が保障されているわけです。 しかし、電力料金

についてはすべてとは申し上げませんが、大半が選択の自由のない状態で、公共性ある料

金を国家が保障 した形で、つまり大臣が認可するとい う保障 した状態で決めるわけですか

ら、したがつて、その手続について正当なる、あるいは公正なる透明性のある内容を提示

すべきであるということなんです。その提示の仕方が第二者機関である。

現在、審査があるわけですね。審査があるんですが、これが機能 しているとは思えない

んです。ですから、本件については公認会計士等、これは一例なんですが、それにこだわ

りませんけれ ども、そ ういう実力のある実際に料金の内容を実務的に審査できるそ うい う

人たちの目を通 して経産大臣あるいは大臣、総理大臣でもいいですけれ ども、国家がこれ

でいいんだと言えるようなものを出してほしい。そういう意味でございます。

○下河辺委員長 わか りました。では、料金関係、      発言ございますか。

○■■■■  まず質問からいいでしょうか。13ページ、今 日の主たる議論ではない自由化

のところで申し訳ないんですが、これは全部ではなくてかなり抽出したものですか。

○西山事務局長 メニューですか。

olllll はい。

○西山事務局長 そ うです。書いてあるのはすべてではありません。

〇|||1 全般的な傾向として、例えば夏季その他季節とかという感 じになっていて、
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を

ピーク、オフピークで分かれているという感 じなんですけれ ども、ほかの契約も大体こん

な感 じなんですか。それとももう少 しちゃんとというか、季節で言 うと夏、冬とか、ピー

クとかとい ういいかげんなものではなくて、ゴールデンウィーク中は安 くなっているとか

とい うたぐいのものというのは存在 しているのでしょうか。時間帯もこんなラフな時間帯

ではなくて、もう少 しちゃんとしたものが存在 したりするのでしょうか。

○西山事務局長 これは多分お配 りするなりお送 りするのが本当は本質的には早いんだと

思 うんですけれども、そもそもある種、使い方ということではなくて、業務用とか高圧 と

かといういわゆるメニューの基本的な区分というのが     ござぃまして、それぞれ

についてそこは先生の御質問だと思いますけれども、それに付加 して考慮されている要因

があつて、大きく言うと4つ 、それこそオール電化かどうか、夏季の休 日がありますか、

ありませんか、ピーク時の調整ができるようになつていますか、どうですか。最終的に蓄

熱がありますかどうですかという、細かくはわかりませんが、大ざっぱに言うとその4つ

たいな、全部あるわけではありませんけれ ども、それが基

本的なメニューで、 とい

うのが全体です。皆様にお送 りさせていただきます。

○|||| お願いします。 ここに出てきている限 りでは、私の予想 とかなり違つていた

というか、

すね。

○西山事務局長 はい。

○|||1 家庭用の電気だと夜間 8円 、昼間 28円 というような格好で、かな リドラス

ティックにコン トロールしているんですが、自由に付けられるようなところでもこんな小

さな価格差だつたのかと。電力会社の人たちは胸を張つて、自分たちはもう十分需要のコ

ン トロールはしておるのだと。例えばゴールデンウィーク中、この後、太陽光発電とか大

量に入つてくると、震災前の議論ではゴールデンウィーク中は電気を捨てなければいけな

くなるんだというような議論を本気でしていたときに、電気を捨てるぐらいだつたら価格

を下げて需要喚起できないんですかとい うと、自分たちはもう十分価格を下げて需要の喚

起など価格でできるようなことはすべてやつておるのだとい うことを堂々と言つておられ

たのですが、その自信から来るものと印象がえらい違 うなとい うものなので、それは本当

に正しいかどうかというのを知るために 一度送つていただけないでし

ょうか。

○西山事務局長 わか りました。

○||||| コメン トです。先ほど、
―

が余裕が必要だということをおつしゃつて

いて、まさにそのとお りで、電力をぎりぎりでやつていたら恐ろしくて しようがないわけ

です。 したがつて、これは全体のルールとして一応予備力はこれ ぐらいは持っておかなけ

ればいけませんね とい うよ うな ところを、これ こそ第二者機 関であ り中立機関である

ESCJと いうところが定めていま して、それで一応ちゃんと各電力会社がそれを保持でき
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るかどうかというのは見ているわけです。更にそれに付加 して追加 して少 し持つておくと

かとい うようなことも当然経営判断としてあり得ると思います。今回出てきたのはそ うい

うレベルの当然持つておくべき予備力だとか、経営判断に入つてそれに付加するかとい う

ようなレベルをはるかに超えて余分なものを持っていないかどうかとい うことを議論 して

いると理解 してお りまして、何でもかんでも無駄だから余分なものをなくせとかというこ

とを言つているのではなく、ちゃんと経営判断 として持つているんだとい うようなことを

すべて排除するという意図では全 くないというふ うに理解 してお ります。

したがつて、機械的にこれは余分に持つているからとか老朽化 しているからつぶせ とい

うようなことを経営判断を飛び越 して何か言えというような提案ではないとは理解 してい

ますが、しか し、普通にこれは安定供給のために必要だとい うことを説明できないほどの

過剰なものになつていないかどうか。あるいは需要予測とい うのが非常に不合理になつて

いないかどうかという観点で見ているのであって、決 してある種の自由度 というのを否定

しているものではないと思います。

縦横十文字に縛るということをやつて悲惨なことになるとい うことは、まさに賛成する

ところでして、余 りにきつくや り過ぎるのは問題かもしれないんですが、ここで言つてい

るのは、あらゆる経営判断とい うのを取 り上げて、全部政府な り第二者機関なり行政なり

が決めてしまうことではなくて、説明が付かないほどおかしなことになつていないかどう

かとい うことをチェックした結果 として、到底納得できないことがこんなに出てきたとい

う説明なのだと思つています。 したがつて、経営の自由度をすべて否定するとい うような

たぐいのものではないと思っています。

私は非常に不思議に思っていることとい うのがございまして、震災前ですが、かつて別

の規制分野のところで、経産省の側からある種のプライスキャップとい うのを導入 したら

どうか。プライスキャップはまさに自由度を認めるという発想なわけです。ところが、こ

れはだれが反対したかというと事業者が猛反対 して結局つぶ したとい う事実があ りまして、

と思っていまして、改革案の 1つ として、ある種のプライスキャップを中心とした自由度

の非常に高いものとい うのを長期的に考える余地はあるんだと思 うんですが、プライスキ

ャップをやるとしても当然最初の出発点は厳格なコス トの査定があり、その後の改善分を

経営の自由度 として利益を得るとい う格好にしないといけないわけで、言わばそ うい う長

期的に仮にプライスキャップを入れるとしても、出発点としてまず厳格に原価がちゃんと

把握できていないとまずいのではないかという問題意識からこうい う提案が出てきている

のではないかと理解 しています。いずれにせよどういうパスを将来たどるにしても、ここ

で出てきたような提案 とい うのは非常に重要で、きちん検討 し、採用 していく価値のある

ものだと理解 しています。

以上です。

況が違 うのではないかな
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○下河辺委員長 ありがとうございました。||||の 御意見をお聞きします。

I,Di?.
○|||1 今、|||■ もヽらお話がありましたけれども、今回の料金についての事務局

の方向性、私は非常によろしい方向かと考えています。14ページの表を基にお話 しさせて

いただきますが、最初の適正な原価の検証 というところなんですけれ ども、先ほど経営の

自由度 と公正な料金の原価 として載せるべきものと、それは少 し考えるべきではないかと

い う御意見もあつたんですが、私もまさにそのとお りでございまして、その中では先ほど

事務局からも御説明がありましたようにオール電化であるとか、あるいは広告宣伝費であ

るとか、前回の議論で出ました     への会費であるとか、     への投資であ

るとか、任意に電力事業者がするかしないかを決められるようなものにつきましては、や

はりそれは極力原価に入れるものではなく、事業者の裁量でやるのかや らないのかを決め

ていくとい うふうにしないと、すべて利用者がそうしたことについても規制料金 という枠

の中で負担 していくという今の枠組みは少 し経営の自由度から言 うと違 うのかなという感

じがしております。

今回は例えばということでオール電化や広告

■ の話はさせていただきますが、ほかにももう少 し入れるべきではない項 目があるのでは

ないかと思いまして、今日はこれで終わりですか。料金の話は今回で終わりなんですか。

○西山事務局長 勿論。

○|||| もしそ うであれば、やはり適正性を切 り込めるだけ見ていただきたいとい う

のが 1点 目の原価の話でございます。

もう一つ話をしなければいけないのは、13年間全く行政の方でチ土ックしなかったのが

今回できたということで、これは非常に大きな一歩だと、エビデンスを調べたとい うこと

で大きな一歩だと思ってお ります。

そ うした中で、 2番 目のデータベースの話なんですが、前、東京電力さんからいただい

た貸借対照表の古いのを見ると、実は平成 12年度と終わつたときの平成 22年度とざくつ

と言 うと総資産で 14兆ずつで変わらないんです。営業収入も拝見いたします と、5兆 2,000

ぐらいで、終わつた期が 5兆 1,000と い うことで余 り変わらなくて、勿論、上下はあつた

んですけれども、そんな形になつています。そ うした中で、総資産を他人資本と自己資本

に分けて、それで事業報酬率を出していくとい う形ですと、やはりだれが見ましても資産

が多ければ多いほど利益が手にできるとい うことで、どうしてもインセンティブ的には資

産を増やす方に働いてきているのではないかと思 うんです。

ただ、料金制度自体ができたのは物すごい音でして、そのときには 日本としてちやんと

電力の設備をつくらなければいけないと、そのために投資を増やす とい うインセンティブ

をきちつと与えなければいけないとい う政治目的があつたと思 うんです。今はどちらかと

いうと、御指摘るるありましたように、余裕は持たせるとい う議論はまた別 として、でき

るだけそ うはいつても効率的に資産を使つていくというのは日本の国力のためにも必要な
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ことだと思います。 となると、 うまく稼動 させていく、効率よく稼動 させて設備をうまく

使つていくためのレー トベースを使つた事業報酬率の経産の仕方を少 し編み出さないと、

今のままだとどうしても多ければよいとい うことになってしまうのではないかと思います。

その中で 1つだけ質問なんですが、レー トベースの計算の中で、事業資産の価値 とい う

「価値」とい う言い方をされていたと思 うんですが、これは償却前資産の意味なんですか、

償却後資産ですか。償却後ですね。

○西山事務局長 はい。

○||■ | わかりました。結構です。

最後の方の適正な料金は査定機関とかそ うい う話なんですけれ ども、確かに 1年間のフ

ォワー ドル ッキングでつくつてしまつていて非常に差が出たとい うのは今回の検証でよく

わかりました。やはり2～ 3年の期間を基に、責任ある例えば値下げあるいは値上げだと

してもその理由を非常に透明化する形で出していくような複数年での料金制度とい うもの

がもしかしたら必要なのではないかと思われます。やはり国民としては、先ほど■■|■
が非常に透明性 というお話をされたと思 うんですが、透明性はこうい う公共機関の場合と

ても必要だと思います。

そ うした中で、一体値上げや値下げの背景が勿論行政がわかればいいと言つて しまえば

それまでなんですけれ ども、もう少 し国民の皆様方にも説明責任 とい うか、どうい う形で

電力会社さんが経営をしようとしているのかという方向を見えるようにしませんと、先ほ

ど事務局がおつしゃったように、過去余 り値下げ申請も値上げ申請もここしばらくは余 り

していないわけですね。値下げは届出だけなので 2年に 1回 されているようですけれ ども、

そ うい うことなので、繰 り返 しになりますが、もう少 し電力会社さんとしての経営の姿勢

が伝わるような形での料金改定の仕組みといいますかや り方とい うのをここでもう一回考

えて透明性を確保 していくとい うことが重要なのではないかと思いました。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。お待たせ しました、     どうぞ。

○|||1 11ペ ージの燃料費調整制度なんですが、これは要するに過去 3か月分ですべ

ての燃料、例えば原油 。LNG・ 石炭の燃料費の基準平均価格に 50%と かという、ある意

味で自動的に調整 されていく仕組みですね。その右の方のグラフにもありますけれ ども、

石炭は基本的に安定しているのに対 して、原油・LNGと い うのは非常に変動する。特に

LNGの この前も議論 しましたけれども、価格フォーミュラとい うのは JCCリ ンクとい う

過去の原油価格の平均にリンクする形になつていて、要するに先ほどの議論であつた経営

の自由度とい う議論が出ていましたけれども、経営計画を例えば 3年 とか 5年 とかとい う

一定の中期の中でつくるとい うのは非常に正しいや り方だと思 うんですけれども、経営目

標 として例えば可変費の大部分を占める燃料費の部分に何 ら経営判断、経営の下げるとい

うインセンティブが働かない、む しろ 50%自 動的に上げてもいいとい う意識が多分す りこ

まれているんだと思 うので、この部分というのは変えないと、特に震災後、例えば福島第



一の 1～ 4を廃炉にする部分 とい うのは、とりあえず緊急措置電源でやつている非常に発

電単価の高い軽油ディーゼル とかああいうものを持ってしまっているわけです。

少なくとも例えば 3～ 5年の間にどうい う電源構成にするか。最適な電源構成にすると

い う経営判断を価格のメカニズムが相殺するような、経営判断をしなくて済むようなこと

にしてしまうというのは非常に健全性を損なうことだと思 うんです。むしろ向こう3年 と

か 5年 とかというどういう期間の設定かは別ですけれども、非常に東京電力にとつては最

適な効率的な電源構成 とい うのをやつてもらわなければいけないことなので、それを価格

の面からも後押しするような仕組みとい うことが必要で、そ うい う意味で 39ページに書

かれている営業費用の適正性 とい うところの議論は箕つ当とい うか非常に正しいものだと

思います。

固定費のところで言 うと、結局稼動率というのは大きな意味を持つてくると思 うんです

が、もともと火力とい うのは固定費の単価は非常に低いんですが、稼動率は低いとそれだ

け全 く資産として使われないものを持つているということなので、やはり稼動率を高めて

いく。特に今後ピーク需要の抑制 とい うことで新規の設備 とい うのは特に投資はなかなか

できないですからつくれないとい うことなので、もともとオール電化で販売電力量を増や

そ うとしていたというのはそ うい うことだろうと理解 しているんです。あれも結局どうな

るのかとい うのはよくわからないですけれ ども、やめてしまうのかどうなのか。ただ、方

向性 としては収益を安定させるためには販売電力量を増やす とい う方向性は間違つてはい

ないと思いますので、それをオール電化 というや り方でやるのがいいのかどうかわかりま

せんけれども、少なくとも持っている資産の構成の中身をより効率的にするということと、

先ほど|■|■がおっしゃったように、資産を大きくしてそれに報酬額をかけるという仕

組みにするとどうしてもおつしゃるとお りで経営を効率的にするとい うインセンティブが

働かないですね。ですので、そこのところを料金面から正していくとい うことは絶対にや

るべきだろうと思います。

○下河辺委員長 ありがとうございました。では、     どうぞ。

○|||1 第二者委員会の話ですけれども、今、監督官庁は料金を上げるときは認可で

すね。下げるときは届出でいいということになつているわけです。ですから、燃料費など

が上がっていくと値上げの局面に入ることがこれからあるかもしれませんね。そのときに

は監督官庁 というのは第二者機関の最たるものであります し、そこで判断 したことという

のは国会の審議でもいろいろと説明を求められるし、求め得ることなんです。ですから、

私は本来あるべき機関が十分な機能を果たすことによつて、これは合理性を担保できると

い うことになるし、透明性も担保できるのではないかなとい う気はいたします。

勿論、コス トについて見れば、それはできるだけ無駄を省いた方がいいというのは事実

なので、どの程度のものがいいかとい うのは議論はすべきだと思 うんです。ただ、私は先

ほどのような 300億 とか 4,000億 ならば 4,000億のうちの三百数十億 とい う程度のアロー

ワンスとい うのは、下降局面では 1年、 2年遅れで顕在化されて下げる要素の中に組み込



まれるのではないですか。そうすると、そんなに大きなものではない。その間に燃料費が

上がれば、恐らく内部では経費の流用はできますね。だから、そ ういうものの言わばアロ

ーワンスになるのではないかなという気はします。

広告費は要らないかなという話もありましたが、5兆 円の企業規模の中で||1円 の広

告費.恐 らく広告費というよりは広報経費みたいなものだと思 うんです。これは多分ほか

の経費として計上することはできないわけで、やるとすれば経費でやるしかない。では、

広報は一切や らなくていいとい うことにもならないような気もするんです。ですから、そ

の辺は原価要素の中に入れないという議論は乱暴な議論かなとい う感 じはいたします。

プライスキャップの話が先ほど出ました。

ライスキャップとい うのは大変無駄の多いような状況の下で、それを効率化するならば、

その分の一部分は自分たちで経営に役立てていいとい う条件をつくつてやる。だから、サ

ッチャーのイギリスなどはかな りそうい う制度を取 り入れているのではないかと思 うんで

すが、ある程度以上の効率化が既に達成されているところであります と、プライスキャッ

プとい うのは必ず しも自由度を高めることにはならないような気 もいたします。

今の日本の電力に効果的であるかどうかはよく検討 してみた方がいいと思います。多分余

り効果的ではないのではないかとい うのが私の直感的な判断です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。そろそろ時間が押 してお りますので簡潔にど

うしてもとい う御意見があれば。

o■■■■  どうしてもです。6ページのところで、規制料金の小売料金の概要のところ、

この表に値下げのところは単に申請でよろしいんですね。これは値下げ幅が適正かどうか

というのは当然あるわけですから、自由に電力会社がこれだけだとい うのをどうい うチェ

ックをされているのかわかりませんが、はい、そ うですかともし決めているとすれば、か

なり問題だと。これもきちんと値下げ幅が適当であるかどうかとい うのは重要な審査事項

だと思つてお ります。

もう一つ、規制料金、値上げのときの経産大臣による認可のところがございます。この

ときにいろいろ政策会議等があつて認可ということになってお りますけれ ども、今までの

実績はこうい うシステムがあるにもかかわらず、そ してこうい う審査を経ているにもかか

わらず、この委員会の DDで御指摘 されているとお り、コス トの無駄が相当ありそ うだと

いうことが指摘されているわけです。

ですから、私は申し上げたいのは、こういう認可システムが十分機能 していないという

ことを申し上げているんです。 したがつて、この審査の機能を強化するか、あるいは何か

補完するか、あるいは代替策を考えるか、これはいろんな策が考えられると思いますが、

ライスキャ ップ、



現状のままでいいとい うことにはならないとい うことを申し上げたい

このことをほうつておいていいんですかとい うのが私の自由化料金に対する問題意識で

ございます。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。まだまだこの問題については御意見お述べに

なりたい委員の方、参与の方、お られるかもしれませんけれ ども、残念ながら時間が完全

に押 してしまいましたので、今 日の料金制度についての議論はこの程度にさせていただき

まして、先ほどお尋ねがありましたけれ ども、次回以降の委員会や予定 してお ります懇談

会、次回非公式の中間 DDの報告会等でもできるだけ料金問題については時間を割いてい

きたいと思つてお りますので、よろしくお願いいたします。

それでは、本日の議事の 2番 目とい うことで、タスクフォース事務局への宿題でありま

したけれども、東京電力の保有資産の洗い出しと売却資産の特定についてということで資

料を配付 しておりますので、この内容について簡潔にわかりやすい形で御説明をお願いい

たします。

では、西山事務局長、どうぞ。

○西山事務局長 お手元に 2つ資料をお配 りしているかと思います。横長の紙と、これは

恐らく各委員のお手元に別途お届けをしていると思いますけれども、前にお約束いたしま

した 119社、紙爆弾みたいに 119ですからどうしても分厚くなりますのでこれをお届けさ

せていただきました。119は今 日は省略させていただきまして、前回議論になりました点、

私の理解では主として 4つだったとい う理解をしてお りますけれ ども、それについてこう

いう方向でよろしいかというのをお諮 りするのが横長の紙でございます。

毎回峻別 というのがきつすぎるのではないと、他意はないんですが分類 ということでも

よろしいかと思いますが、子会社、関連会社の分類についての主要論点とい うことで、こ

の横長の紙の 1ページロを御説明させていただきます。

詳 しいものは 2ページ以降についてお りますので適宜御参照いただきたいと思います。

まず 1つ はもともと東京電力にある種の取引を前提にした業務を有するような子会社・関

連会社の売却方法については、東京電力に特殊なものについてはきちんと売却する場合に

配慮すべきであるとい うような御指摘があつたと理解 してお ります。

具体的な対象会社 としては、ここに挙げてお りま

とい う会社にな ります。

どもの考え方として

は、委員会の御指摘も踏まえて、基本的に電気事業、つまり簡単に言 うと東京電力に必須
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な業務については東電本体に戻 して、

によつては将来的に売却するとい うこ

具体的に

かと理解 しています。それが 1点 目でございます。

それ以外、東電と直接関係のない部分について、物

とでどうかというのがこの案になつてお ります。

といつたようなことになるのではない

2点 日は、いわゆる     についてでございます。具体的な企業名としてはそこに

書いてございま ございます。これは企業の規模をごらんい

ただいた方がいいか と思いますので、 3ページロ、

きい会社になつてお ります。 もともとこれについて

というよ

うな方針 として御提示 させていただいてお りました。もともとの委員会での御議論は、■

に経済的に

合理的にこれ ぐらいの価格以上で売れるだろうと思つた額にならなかつた場合に、それで

もあえて売 りますか、売 りませんかとい うことが御議論でありましたけれ ども、私どもと

却価格が想定値を下回つたりした場合には、合理化を図つた上で存続をすることとしては

どうかとい うのが私どもの案になつてお ります。

1ページロに戻 りますが、 こついて、具体的にお名前が上がつたもの とし

ということになりま

のまま存続することとしてはどうかとなつてお ります。

なかなか現時点で売却 というのも難 し

かろうと思いますので、そういう意味において存続と書かせていただいております。

続 と判断 させていただいてお ります。
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ではないかというのが 4番 陽の案になつ

○下河辺委員長 ありがとうございまし

られますか。

どうぞ。

論から言 うと、もう少 しよく検討 した方がいいの

てお ります。 4つ、以上でございます。

た。まとめて何か特に御質問がおありの委員はお

○|||■           これは3分の1以上東電が持つということをお考えで
すね。これは持たなくてもいいとい う考えはなかつたですか。東電さんが経営権を持つと

いう根拠がどうも不明なんです。 これはどうい うことでしょうか。

○西山事務局長 そこは率直にも申し上げて、私どもはそうい う認識に近いんですが、

したがつてよくよくもう少 し技術を見ましょう

oI-brt'e*Lt.
○下河辺委員長 よろしいですか。ほかに御質問は.

○|||1 今の||||の 御意見は私も賛成なんですけれ ども、例えば 7ページロを見

という以上でも以下でもございません。
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ますと、東電 さんとの取引比率が|||■ は ■ %で 、日|||さ んに至つては ■ %あ っ

て、いわゆるビジネスコン トール という観点からは非常に支配権を持つているわけです。

必ず しも議決権を保有しなくてもビジネス上の非常に重要なパー トナーであるとい うポ

ジションは変わらないと思います。変な話ですけれども、取引があるところの株式をみん

な持つていたら、会社はとてもではないけれども、経営できなくなつてしまvヽ ますね。す

べての取引先の株や経営までですね。両方 とも上場していることもあります し、本当にキ

ャッシュが必要であれば、これも売却 していくというのも 1つあるのではないかと思 うん

です。 に株を持たなくてもお互いに提携 してやるとい う

ことなので、ここだけ先ほど||||お っしゃつことは十分普通めビジネスではあ り得る

たように拒否権のパーセンテージまで持たなければいけないかとい うことについて■■■

どうなんでしょうかとい う感 じがいたします。

○西山事務局長 わか りました。私どもいろいろこれもまた言い訳をすると怒られてしま

いますけれ ども、余 り委員会が勝手に交渉するなということにもともとなつていたもので

すから、そんなに強くも言つていないので、もう一度よく東京電力と意見交換をしてまい

ります。

○下河辺委員長 では、その点はお願いします。それでは、ほかに特に御意見、御質問が

なければ、今後の予定について事務局の方から改めて説明をいただけますか。

○西山事務局長 もう委員お忙 しい中大変申し訳ないんですが、今週、もう一回予定 して

お ります。 9月 8日 に DDの 中間報奮 とい うことになってお りまして、こちらはかなり東

京電力の財務状況等となつていて数字を取 り扱わせていただく口にな りますので、前に一

度や らせていただきましたけれ ども、基本的には委員のみの限定メンバーで数字に関する

議論を 9月 8日 にさせていただきたいと思います。

あとはお手元にございますように、その次の正式の委員会とい う意味では 12日 に卸市

場の問題、次回の数字の議論も含めますと長期的な東京電力の在 り方等を議論させていた

だき、できればだんだん報告書に近づいていきたいと思つてお ります。よろしくお願いい

たします。

○下河辺委員長 ありがとうございました。それでは、本 日予定してお りました議事はほ

ぼ有益な中身の御意見をいただきまして終えることができたと思います。大分この委員会

での識論の中身もデ リケー トなところに入つておりまして、いろいろと料金問題について

の新聞記事等もございますので、少 し配付 してお ります資料の取扱いについては御留意を

いただければありがたいと思つてお ります。

それでは、本 日の委員会はこれで終わりにさせていただきます。 どうも長時間ありがと

うございました。

29


